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 本田小学校ＰＴＡ細則  

 

第１章 本田小学校ＰＴＡ会則との関係 

第１条 本田小学校ＰＴＡ会則（以下会則という）第２２章第５６条の規定により、本会の運営をより

充実しより明確かつ円滑に実施するためこの本田小学校ＰＴＡ細則（以下細則という）を定める。 

 

第２章 役員及び専門委員長、専門副委員長の選任 

第２条 会長、副会長（４名のうち１名）は、全地域の会員を対象として指名委員会より指名され、委員

総会において承認を受ける。 

 

第３条 前条を除く他役員であって、教職員でない者については、上本田、下本田、東・西只越、本田団地、

緑町の５地域から各１名指名委員会より指名され、委員総会において承認を受ける。尚地域の詳細

については、細則第７章第２９条第２項に準ずる。ただし、5 地域から各 1 名の指名がやむをえず困

難な場合は、全地域の会員を対象とする。 

 

第４条 校外生活指導委員長は、指名委員会より指名され、委員総会において承認を受ける。文化研修

委員長と福祉広報委員長については、学年委員総会において各委員会内で互選し、承認を受ける。

また、パワーサポーターズ委員長においては第１回パワーサポーターズ内で互選し、承認を受ける。 

 

第５条 各専門副委員長は、各委員会の中で互選する。 

 

第３章 役員の任務 

第６条 副会長及び会計、書記の中で、瑞穂市ＰＴＡ連合会（以下市Ｐ連という）の出向委員として、

子育て委員１名、広報委員１名、校外生活指導委員１名を選出し、市Ｐ連の委員会に出席す

る。 

 

第７条 市Ｐ連出向委員の選出は、当該年度の会長指名による。 

 

第８条 役員は専門委員会の顧問になり、委員会において必要な助言を行う。 

 

第９条 役員は必要に応じ役員会を開催し、次に示す事項について協議及び審議する。 

１．本会の運営に関する必要な事項 

２．実行委員会に諮るべき事項 

３．学校等からの協議事項 

４．他関係諸団体からの協議事項 

５、その他役員が必要と認めた事項 
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第４章 専門委員長、専門副委員長の任務 

第１０条 専門委員長は、委員会を必要に応じて開催し、その事業目的を達成するため、研究、審議、運

営にあたる。 

 

第１１条 専門委員長は、担当事業の計画や決定事項及び事業報告について実行委員会に提出し、その

承認を受ける。 

 

第１２条 専門委員長は、担当事業の具体化とそれに伴う予算配分を十分に検討し、事業の進行状況を

正確に把握し、実行委員会に報告する。 

 

第１３条 専門副委員長は、専門委員長を補佐し、事業目的の達成に努める。 

 

第５章 役員 専門委員長の指名 

第１４条 役員、専門委員長の指名にあっては、別に免除規定を設けるものとする。 

 

第６章 実行委員会 

第１５条 実行委員会の種類は、定期実行委員会と臨時実行委員会がある。 

 

第１６条 実行委員会は毎月 1回開催する。但し、夏期休暇中の８月は除くものとする。 

 

第１７条 臨時実行委員会は次に掲げる場合に開催する。 

１．会長が必要と認めた場合。 

２．実行委員会構成員の５分の１以上から会議の目的事項を記載した書面により、開催の請求があった

場合。 

３．会則第１１章第１８条により、会計監査委員から請求があった場合。 

 

第１８条 実行委員会は、前条第３項を除き会長が招集する。また、前条第２項の場合は、請求があった

日から、２週間以内に招集しなければならない。 

 

第１９条 実行委員会の議長は、会長もしくは会長の指名した者があたる。但し、細則第６章第１７条第

３項による開催の場合は、実行委員会出席委員の中から互選する。 

 

第２０条 実行委員会は、実行委員会構成員の２分の１の出席をもって成立する。 

 

第２１条 実行委員会に、やむを得ない理由により出席できない構成員は、委任状を提出することにより、他

の構成員を代理として表決を委任することができる。また、この場合前条について出席とみなす。 

 

第２２条 実行委員会の議決は、出席構成員の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は、議長の

決するところによる。 
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第２３条 実行委員会の招集にあっては、会議の目的、その内容、開催日時、場所を明記した書面により構

成員に対し、開催１週間前までに通知しなければならない。 

 

第７章 専門委員会 

第２４条 専門委員会とは以下の委員会を言う。また必要に応じて別途委員会名を設け、実行委員会を経

て委員総会の承認を得ることで委員会を置くことができる。 

１．校外生活指導委員会 

２．文化研修委員会 

３．福祉広報委員会 

４．パワーサポーターズ 

 

第２５条 専門委員会委員の選出は次の通りとする。 

１．校外生活指導委員の選出については、細則第７章第２９条第２項に示す各地区より委員を選出

する。 

２．文化研修委員会・福祉広報委員会の各委員の選出は、会則第１３章第２６条、第２７条及び

第２８条により、6名の学年委員を選出し、学年委員総会において委員会配属を決定する。 

３．パワーサポーターズの選出は、各学年毎に 3名選出する。 

４．各委員の選出免除に関しては別に規定する。 

 

第２６条 細則第７章第２４条の必要に応じて設けられた委員会の委員選出は、実行委員会を経て、委

員総会の承認を得決定される。 

 

第２７条 専門委員会委員の任期は、１子に対し４月１日より翌年３月３１日の１年とする。但し校外

生活指導委員会委員に対しては再選を妨げない。 

 

第２８条 専門委員会委員は、前年度末までに選出する。但し、校外生活指導委員会を除く。新１年生に

対しては、選出をしない。 

 

第２９条 校外生活指導委員会の定数及び任務は次の通り。 

１．校外生活指導委員会の定数を３０名以内とし必要に応じて委員数を見直すものとする。 

２．校外生活指導委員会の地域割りは以下の通り。 

① 上本田地域   ： 向島・松原・小橋・西町・仲町・東町・畑中 

② 下本田地域   ： 大門・仲西１・仲西２・仲西３・仲東・仁井 

③ 只 越 地 域   ： 東只越１・東只越２・西只越１・西只越 

④ 緑 町 地 域   ： 緑町 

⑤ 団 地 地 域   ： 団地北・団地南 
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３．校外生活指導委員会の任務は次の通り。 

① 子どもの健全育成のために非行防止・交通安全・不審者等対応などについて活動するとともに、保護

者、学校及び地域の連携を密にし、地域活動を行う。 

② 副委員長を互選する。 

③ 副委員長は委員長を補佐する。 

 

第３０条 文化研修委員会の定数及び任務は次の通り。 

１．文化研修委員会の定数は、学年の数に対応し、1学年ごとに 3名とする。 

２．文化研修委員会の任務は次の通り。 

① 学級の子どもの健全育成を願い、文化活動、研修活動を通じて会員の資質の向上に努める。 

② 委員長、副委員長を互選する。 

③ 副委員長は委員長を補佐する。    

 

第３１条 福祉広報委員会の定数及び任務は次の通り。 

１．福祉広報委員会の定数は、学年の数に対応し、1学年ごとに 3名とする。 

２．福祉広報委員会の任務は次の通り。 

① 健全な子どもの育成のため、よりよい環境作りに努めるとともに、広報活動を行う。 

② 委員長、副委員長を互選する。 

③ 副委員長は委員長を補佐する。 

 

第３２条 【削除】 

 

第３３条 パワーサポーターズの定数及び任務は次の通り。 

１．パワーサポーターズの定数は、学年の数に対応し、1学年ごとに 3名とする。 

２．パワーサポーターズの任務は次の通り。 

① 父母の資質の向上を図り、健全な子どもの育成に努める。 

② 委員長、副委員長を互選する。 

③ 副委員長は委員長を補佐する。 

 

第８章 指名委員会 

第３４条 会則第１８章第４９条第３項第１号にある別に定める地区の校外生活指導委員とは、細則

第７章第２９条第２項にある校外生活指導委員の地区割りに順ずるものとし、５つの地域から各

１名選出する。 

第３５条 指名委員会に委員長及び副委員長を置く。 

 

第３６条 指名委員の任期は、第１回指名委員会が開催されてから、翌年度の指名委員が選任されるまで

とする。但し、会員でなくなる場合は自動的に解任されるものとする。 
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第３７条 年度途中に役員または専門委員長の欠員が生じた場合、実行委員会からの要請を受けて、在籍

する指名委員が補欠の役員、または専門委員長を指名し、臨時委員総会で承認を受ける。 

 

第９章 学年委員会 

第３８条 学年委員の定数及び任務は次の通り。 

１．学年委員会の定数は、会則第１３章第２６条及び細則第７章第２５条第２項によるものとする。 

２．学年委員会の任務は以下の通り。 

①専門委員会に配属され、専門委員長と副委員長を互選により選任する。 

②学校行事に協力する。 

 

第１０章 会計監査委員 

第３９条 会計監査委員は、前年度の専門委員長で在籍する者から会長が指名することとする。但し該当

者がいない場合は、専門委員長経験者の中から指名することとする。 

 

第１１章 表 彰 

第４０条 本会の目的達成のため研鑽、努力され本会発展に寄与された会員、または善行を行った児童など

に、別に表彰規定を設け表彰することができるものとする。 

 

第１２章 弔 慰 

第４１条 会員、本校児童及び学校関係者に凶事があった場合、別に弔慰規定を設け弔慰を表すものとす

る。 

 

第１３章 諸費用の補助 

第４２条 市・県等のＰＴＡ関係行事及び各種研修に対し交通費の一部を補助することができる。 

 

第１４章 書類の保管 

第４３条 会則、細則、各規定及び議事録を事務局に備えておかなければならない。 

 

第４４条 総会、委員総会、及び実行委員会の議事については、その内容を記載した議事録を作成し保管

しなければならない。 

 

第４５条 前条議事録の記載内容は次の通り。 

１．会議の日時、場所 

２．会議の構成員の総数と出席者の数 

３．決議事項 

４．議事の経過の概要とその結果 

５．議事録作成人署名 
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第４６条 会計担当役員は、会則第８章第９条第４項、及び第１５章第４２条第１項、第１６章第

４６条第１項の決算資料を作成するため、次の帳簿書類を作成し管理保管しなければならない。 

１．現金出納簿 

２．仕訳元帳 

３．その他証憑書類等 

 

第４７条 本会の業務に関連する次に掲げる書類を所定の期間まで保管管理しなければならない。 

１．会則、細則、各規定 

２．広報紙、記念誌 

３．毎年度の事業計画、予算書、事業計画、決算書 

４．総会、委員総会、及び実行委員会の議事録 

５．会計に関する帳簿類 

６．委員会報告書 

７．その他実行委員会で必要と認めた書類 

 

第４８条 前条に規定した書類の保存期間は７年間とする。 

 

第１５章 規定の変更 

第４９条 本細則は、実行委員会を経て、委員総会において改正することができる。 

 

第１６章 雑 則 

第５０条 本会の運営上必要な事項は、実行委員会の決議を経て別に規定を定める。 

 

第１７章 附 則 

第５１条 本細則は平成１７年４月 2６日より施行する。 

追記 平成１８年４月２８日一部改正。本細則は平成１９年４月１日より施行する。 

追記 平成２７年４月２８日一部改正。本細則は平成２７年４月２８日より施行する。 

追記 平成 31年 4月２６日一部改正。本細則は平成 31年４月２６日より施行する。 

追記 令和４年６月より「父親委員」を「パワーサポーターズ」に名称変更。 

追記 令和 6年 4月２６日一部改正。本細則は令和６年１２月 1日より施行する。 

追記 令和６年１１月１８日一部改正。本細則は令和６年１２月１日より施行する。 

    


